
建築物等を建てる前の調査について

　建築物等を計画する前に、計画している建築物等の建設地を管轄する市町村の担当課（都市計画課・建設課等）に出向き、市町村が備えている図書で、次の項目について調査してください。

　調査した結果は、当社の「建設地チェックシート」に記載して下さい。

　１．道路の調査

都市計画区域外である場合

設計図に幅員を明示設計図に法第
設計図に法第42
条第1項第2号道

道路に接して建築物
が立ち並んでいない

場合

公道（国・県・市・
町・村道）の場合

公道（国・県・市・
町・村道）でない場
合

仮換地証明書
の取得

道路に接して建築物が立ち並んでいる
場合

既存の道路に敷地が接する場合

敷地が接する他
の道路を調査

仮換地証明書の
取得

公道（国・県・市・町・村道）の調査（道路台帳により調査）

仮換地が終了
していない場
合

土地区画整理事業で新たに築造
した道路に敷地が接する場合

設計図に法第42
条第 項道路 幅

設計図に法第42
条第2項道路 幅

仮換地の調査

設計図に法第42
条第1項第１号

敷地が接する他の道
路を調査

設計図に法第42
条第1項３号道

土地区画整理事業の区域内の場合

公道（国・県・
市・町・村道）の
場合

公道（国・県・市・町・村道）で無い場合 都市計画区域に指定時以前に存在している道路の場合

仮換地が終了し
ている場合

仮換地が終了し
ていない場合

道路幅員の調査（道路台帳により調査）

設計図に国・県・
市 町 村道及

敷地が接する他の

仮換地の調査

４ｍ以上である場合

都市計画区域に
指定後に築造され
た道路の場合

法第42条第1項
第3号道路の場

合

法第42条第1項第
3号道路で無い場

合

都市計画区域の調査（都市計画区域図により調査）

法第42条第1項第3号道路の調査（道
路台帳により調査）

４ｍ未満である場合

法第42条第2項道路の調査（道路台帳により調査）

道路に接して建築物の立ち並び状況の調査（現況及び市町村の
資料により調査）

公道（国・県・市・町・村道）の調査

土地区画整理事業の区域の調査（都市計画図により調査）

都市計画区域内である場合

敷地が接道する道路の調査

敷地が接する
他 道路を調

道路の幅員調査（道路台帳
により調査）

仮換地が終了し
ている場合

　２．都市計画道路の調査

都市計画道路の調査不要

設計図に幅員を明示第
42条第1項第2
号道路及び幅
員を明示

条第1項第2号道
路及び幅員を明
示

設計図に都市計画道路の幅員・位
置を明示

の道路を調査 条第2項道路、幅
員の明示

条第2項道路、幅
員及び公道（国・
県・市・町・村道）
の明示

条第1項第１号
道路及び幅員を
明示

路を調査条第1項３号道
路及び幅員を明
示

市・町・村道及
び幅員を明示

敷地が接する他の
道路を調査

敷地内又は敷地に接する道路が都
市計画道路である場合

敷地に接する道路が都市計画道路で
ない場合

法第４２条第１項道路又は第２項道路
及び幅員を明示

都市計画区域内である場合

都市計画道路の調査（都市計画図により調査）

都市計画区域外である場合

他の道路を調
査

都市計画道路の位置・幅員を調査
（都市計画図により調査）



　３．用途地域・建蔽率・容積率・日影規制の調査

　４．特別用途地区、特別用途制限地区の調査

設計図に容積率
を明示

都市計画区域内である場合

道路斜線制限適用値、隣地斜線制
限適用値、北側斜線制限適用値、
壁面後退数値、絶対高さ数値、敷
地面積制限値の確認

設計図に、道路斜線制限適用値、
隣地斜線制限適用値、北側斜線制
限適用値、壁面後退数値、絶対高
さ数値、敷地面積制限値を明示

用途無指定地
域の場合

都市計画区域外である場合

設計図に記載不要
設計図に記載不要

容積率の制限値
の調査（都市計画
図により調査）

設計図に建蔽率
を明示

建築可能な用途
の確認

設計図に５ｍ、１０
ｍラインの日影時
間を明示

都市計画区域内である場合 都市計画区域外である場合

用途地域の調査（都市計画図により
調査）

日影規制の適用
地域である場合

日影規制が適用され
ない地域である場合

日影規制の適用調査（県条例により調査）

設計図に用途地
域の明示

設計図に分類区
分（Ⅰ～Ⅷ）を明
示

建蔽率の制限値
の調査（都市計画
図により調査）

用途地域指定の
場合

　５．下水道処理区域内の調査

下水道処理区域内の調査（下水道整備図により調査）

下水道処理区域外の場合

排水先の調査

公共水域がある場合 公共水域が無い場合

建築可能な用途
の確認

排水方法を検討

都市計画区域内である場合

特別用途地区、特別用途制限地区
の調査（都市計画図により調査）

設計図に記載不要

特別用途地区、
特別用途制限
地区である場合

特別用途地区、
特別用途制限
地区で無い場合

設計図に用途地
区の名称を明示

設計図に記載不要

都市計画区域外である場合

下水道処理区
域内の場合

設計図に合併浄化槽を明示設計図に公共下
水道の接続の明
示



　６．地区計画区域内の調査

　７．土砂災害特別警戒区域の調査

土砂災害特別警戒区域外の場合

居室を有する建築物は、建築物の
構造を考慮する

設計図に地区計
画区域の名称を
明示

設計図に記載不
要

地区計画区域内の調査（都市計画
図により調査）

都市計画区域内の場合 都市計画区域外である場合

設計図に記載不要

地区計画区域
内の場合

地区計画区域
無しの場合

土砂災害特別警戒区域の調査（土木事務所砂防課、市町村建設課で区域指
定図により調査）

土砂災害特別警戒区域内の場合

用途制限、建蔽
率、容積率、壁
面後退制限値
等の確認（条例
により調査）

　８．都市計画法に基づく開発許可の適用調査

設計図に土砂災害特別警戒区域の
範囲を明示

設計図に明示不要

申請書に開発許
可書の写し又は
６０条証明書の
写しを添付

申請書に開発許
可書の写し又は６
０条証明書の写し
を添付

申請書に開発許
可書の写し又は６
０条証明書の写し
を添付

開発許可又は６０条証
明書の取得

申請書に開発許可書
の写し又は６０条証明
書の写しを添付

不要

都市計画区域外の場合

敷地面積が３０００
㎡（可児市・本巣
市の一部は１０００
㎡）以上の場合

不要

開発許可又は６０
条証明書の取得

無指定地域の場合

開発許可又は６０
条証明書の取得

市街化区域内の場合

不要

敷地面積が３０００
㎡（可児市・本巣
市の一部は１０００
㎡）未満の場合

開発許可又は６
０条証明書の取
得

市街化区域・市街地調整区域、区域区分非設定地域の調査（都市計画図により調査）

都市計画区域内の場合

市街地調整区域
内の場合

敷地面積が１００００㎡
以上の場合

敷地面積が１０００
０㎡未満の場合

敷地面積が１００
０㎡以上の場合

敷地面積が１００
０㎡未満の場合



　９．宅地造成等規制区域内の調査

　１０．河川、水路の調査（岐阜県内で建築する場合に限る。）

河川又は水路の
幅が１ｍ未満の
場合

河川又は水路の
幅が１ｍ以上の
場合

宅地造成許可又は証明書の取得

設計図に河川又は水路を明示

宅地造成等規制区域内の場合 宅地造成等規制区域外の場合

宅地造成等規制区域内の調査（宅地造成等規制区域図により調査）

設計図に河川又

都市計画区域の場合 都市計画区域外の場合

都市計画区域の調査（都市計画区域図により調査）

河川又は水路の調査（河川図又は管理台帳により調査）

河川又は水路の占用許可の取得

申請書に河川又
は水路占用許可
証の写しを添付

河川又は水路は

河川又は水路の占用許可の取得

敷地と道路の間に河川又は水路がある場合

申請書に許可証の写し又は証明書
の写しを添付

不要

設計図に河川又は水路を明示
設計図
は水路を明示

河川又は水路は
道路幅員に含め
て設計図を作成


